デモンストレーションの集合・解散による使用許可申請の確認リスト
	集合・解散場所
	（集合・解散場所が同じ場合）　　　　　　　　　　　　公園

	
	（集合・解散場所が別の場合）　集合：　　　　　　　公園、　解散：　　　　　　　公園

	利用人数
	　　　　　　　　人

	利用時間
	集合　　 　時　　　　分　～　　　　時　　　　分9時から20時のうち、


解散　　 　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

	許可滞在時間
	デモンストレーションの集合、解散による公園滞在時間は各30分以内
（注）先に使用者がある場合、次の使用については、4時間の調整時間を経過しなければなりません。

	集合・解散の申請回数
	デモンストレーションの集合・解散として使用する場所にかかわらず、 同一申請人（団体）による申請は1日1箇所1回に限ります。



確認リスト　（各項目を確認し、確認欄に〇印を記入してください。）
	確　　　認　　　項　　　目
	確認欄

	一般の人の施設利用が優先されますので、原則として、公園利用者を排除することや、施設利用を制限することはできません。
	

	施設内で禁止されている事項は、デモの解散でも禁止します。各掲示内容を確認し、公園利用者や周辺地域に迷惑をかけることのないよう十分注意して下さい。
	

	許可を受けた時間には準備・後片付け時間を含みますので、許可時間以外は当該施設を使用することはできません。
	

	許可を受けた機材（ハンドマイク、旗ざお程度）以外の持ち込みは禁止です。
	

	区立公園には駐車場がありません。付近の道路や施設内に関係車両を駐車することは禁止します。
	

	デモンストレーションについては、別途、道路使用等の許可が必要となる場合がありますので、関係機関に問い合わせ下さい。
	

	申請内容が公衆の公園利用に支障をおよぼし、地域環境にも影響を与えると認めた場合は、使用を許可しない場合があります。なお、申請時に、集会内容の確認できる書類を添付してください。
	

	ヘイトスピーチ解消法第２条に該当するような差別的言動は行いません。
	

	次の場合は1回に限り、使用日時の変更が可能です。
・使用許可日の前日（この日が閉庁日の場合はその前日）までに変更の申請
・天候の状況により使用できなかった場合で、翌日（この日が閉庁日の場合はその翌日）までに変更の申請
	

	一度納入された占用料は返金できません。
	

	公園管理上支障のある場合は、許可後でもこれを取り消す場合があります。
	

	虚偽の申請や許可条件、注意事項が遵守されない場合は、当該許可を取り消し、次回以降の使用を許可しない場合があります。
	


上記項目を遵守します。
令和　　　年　　　月　　　日


確認者名
（申請者又は責任者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
